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ウスイホーム株式会社（神奈川県横須賀市：代表取締役会長 臼井伸二）では、相続税の納税を控え

ている方、相続税申告後 5年以内の方に必見の無料セミナー「相続学校 納めすぎないための勉強会」

を 9月 15日（祝）13：30より戸塚区総合庁舎にて開催します。 

相続税は亡くなった方の財産を申告する側が自ら評価し、税額を算出して申告・納税しなければなり

ません。従って税額の多寡を決めるのは財産の評価額です。評価額が高ければ税金も高額となり、低

ければ安く済みます。「税金に関わることだから誰が評価しても同額になる」と思いがちかもしれま

せんが、財産評価はそれに係わる専門化のスキルによってかなり違いが出ます。 

中でも財産の評価金額を大きく左右するのが「土地」です。土地の評価は、国税庁の財産評価基本通

達に細かく定まっていますが、その減価要因を漏れなく適用するためには、税務的な知識に加え不動

産の知識も要求されます。そのため、税理士の不動産知識により税額が大きく変わってしまう恐ろし

い税目となります。実際、土地評価の適用漏れにより 1000万から 1億円超の過剰納税もあるそうで

す。 

今回のセミナーでは、税理士・一級建築士・宅地建物取引主任者・ファイナンシャルプランナーの資

格を持ち、土地評価のスペシャリストとして多くの地主様から絶大な信頼を得ているとともに、多く

の税理士のセカンドオピニオンとしても活躍している下坂泰弘税理士事務所の下坂泰弘氏を講師に

迎え、相続税の土地評価の概要、過剰納税の実例、土地評価を通じた生前対策などについて、分かり

やすく解説して頂きます。 

正しい土地評価をすることで、これから納税を予定している方は適正な相続税額が、相続税申告後 5

年以内の方は多く払い過ぎた相続税を返してもらう「相続税還付」が可能になるかもしれません。 

まずはこの勉強会でご自身の所有地の正しい土地評価を確認され、相続税対策にお役立てください。 

 

 

 

相続税の納税を控えている！５年以内に支払った方は必見 

相続税対策と土地評価  

相続学校「納めすぎないための勉強会」 

９／１５（祝）戸塚区総合庁舎にて無料開催 

【リリースに関するお問合わせ先】 

ウスイホーム株式会社 経営企画室広報・宣伝担当 糸山 

〒239-0831神奈川県横須賀市久里浜２-２-３ 第６臼井ビル２F 
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E-mail:kouhou@usui-home.com URL:http://www.usui-home.com 



会社概要 

会 社 名：ウスイホーム株式会社 本社所在地：横須賀市久里浜 2-2-3 

創 業 年 月：1976年 7月    資 本 金：5,844万円  

売 上 高：58億 3千万円(2012年 3月) 従 業 員 数：173名（2012年 11月現在）＊パート含む 

業 務 内 容：不動産分譲／売買仲介／賃貸仲介／賃貸管理／資産コンサルティング／注文住宅の企画・設計・ 

施工／アパート・マンション・ビルの企画・設計・施工／リフォーム／自社ビル運営／損害・生 

命保険代理業／保育事業／幼児教育事業／高齢者対応事業 

拠 点 数：本社・不動産管理部／久里浜店／馬堀海岸店／武山店／野比店／衣笠店／逗子店／横須賀中央店 

／ベース店／上大岡店／金沢文庫店／杉田店／藤沢店／建設部／ＡＳＪ横須賀湘南スタジオ・久 

里浜ショールーム／保険事業課／サードライフ相談室久里浜店／サードライフ相談室戸塚店／ラ 

イフプランクリニック／すくすくキッズ園／ベビーパーク金沢文庫教室／斉藤工務店 

相続学校「納めすぎないための勉強会」 

 

日 時 ９／１５（月/祝）１３：３０～１５：３０ 

 

場 所 戸塚区総合庁舎３F 多目的スペース(中) 

    横浜市戸塚区戸塚町 16-17  

＊戸塚駅より徒歩 1分 

講 師 下坂泰弘（下坂泰弘税理士事務所 所長） 

    保有資格：税理士・一級建築士・宅地建物取引主任者・ 

ファイナンシャルプランナー 

●相続税申告（補助を含む）：約 40件 

●土地評価数（他税理士からの評価依頼含む） 

評価：約 1500ヶ所／広大地判定：約 200ヶ所 

 

内 容 １．土地評価の通達適用漏れによる過剰納税だらけの現実 

    ２．生前の土地評価の欠点是正により大幅節税が可能 

 

参加費 無料 ＊予約制（先着 30名） 

 

申込先 ウスイホーム戸塚店  TEL.０１２０－９３４－１０６ 

横浜市戸塚区矢部町 1-31 

 

 

 

 

20 年間ハウスメーカーの営業

をしていた異色税理士。営業

マン時代は、数多くの土地活

用・開発分譲地を手掛けてき

た。そのような中、相続税の

土地評価と実際の売却価格と

の大きなギャップに疑問を感

じ一念発起、税理士となる。 


